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徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

令
和
五
年
度
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
運
用
保
守
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
政
策
創
造
部
地
方
創
生
局
デ
ジ
タ
ル
と
く
し
ま
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
四
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
徳
島
株
式
会
社

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
一
七
番
地

五

契
約
金
額

五
千
六
百
十
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

オ
フ
ィ
ス
ソ
フ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
運
用
保
守
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
ス
マ
ー
ト
県
庁
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
大
塚
商
会

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
番
地
四

五

落
札
金
額

四
千
五
百
三
十
五
万
五
千
二
百
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
五
年
四
月
一
日
次
の
事
務
を
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
に
委
託
し
た
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
別
表
第
一
の
三

の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
の
事
務



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式

東
京
都
渋
谷
区
本
町
一
丁
目
四

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
徳
島

徳
島
市
徳
島
町
城
内
六
番
地
の

訪
問
介
護

令
和
五
年
三
月

令
和
五
年
四
月

会
社

番
一
四
号

八
二

九
日

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

吉
野
川
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

監

事

藤

川

浩

二

鳴
門
市
大
麻
町
姫
田
字
小
森
下
三

同

豊

岡

徹

同

字
久
保
ノ
内
二
六
―
一
八



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

板
野
郡
板
野
町

令
和
五
年
五
月
十
五
日

栄
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
五
月
三
十
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

１

海
部
郡
海
陽
町
久
保
字
久
保
五
六

０

久
尾
宍
喰
浦

四
一
・
〇

令
和
五
年
五
月
三
十
日

３

番
一
地
先



徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
八
号

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
企
業
局
長
職
務
代
理
者

徳
島
県
企
業
局
副
局
長

中

川

雅

人

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

川
口
ダ
ム
操
作
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

警
報
所
名

所
在
地

サ
イ
レ
ン
の
ア
ン
プ
の
出
操
作
方
法

出
力

（KW

）

力

（W

）

○
川
口

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
川
口
3
5

7
.5

1
00

有
線

○
と
う
ら
の
滝

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
槇
谷
1
63
-6

7
.5

1
00

無
線

○
朝
生

那
賀
郡
那
賀
町
朝
生
字
川
西
6
4-
3

7
.5

1
00

無
線

○
百
合

那
賀
郡
那
賀
町
百
合
字
松
の
木
1
78

7
.5

1
00

無
線

○
仁
宇

那
賀
郡
那
賀
町
仁
宇
字
学
原
甲
2
03
-
1

7
.5

1
00

無
線

○
和
食

那
賀
郡
那
賀
町
和
食
字
町
1
44
-2

－
4
00

無
線

○
田
野

那
賀
郡
那
賀
町
和
食
郷
字
田
野
2
2-
2

7
.5

1
00

無
線

大
田
井

阿
南
市
大
田
井
町
松
ノ
岡
4
0-
2

7.
5

1
0
0

無
線

細
野

阿
南
市
細
野
町
長
手
5
8-
1

7.
5

10
0

無
線

大
井

阿
南
市
大
井
町
中
筋
5
7-
1

3.
7

10
0

無
線

水
井

阿
南
市
十
八
女
町
大
屋
1
56

7.
5

10
0

無
線

加
茂
谷

阿
南
市
加
茂
町
カ
ハ
ヤ
地
先

7.
5

20
0

無
線

吉
井

阿
南
市
上
大
野
町
尻
谷
地
先

5.
5

20
0

無
線

上
大
野

阿
南
市
上
大
野
町
成
国
地
先

5.
5

10
0

無
線



桶
田

阿
南
市
下
大
野
町
渡
り
上
り
地
先

5.
5

1
0
0

無
線

南
島

阿
南
市
上
中
町
南
島
地
先

5.
5

1
0
0

無
線

大
京
原

阿
南
市
那
賀
川
町
大
京
原
字
中
屋
28
7-

3.
7

1
0
0

無
線

1
地
先

中
島

阿
南
市
那
賀
川
町
赤
池
字
堤
下
4
0
5

3.
7

1
0
0

無
線

大
野

阿
南
市
辰
巳
町
地
先

7
.5

1
00

無
線

出
島

阿
南
市
那
賀
川
町
中
島
地
先

5
.5

1
00

無
線

備
考１

貯
水
池
か
ら
の
最
大
放
流
量
が
1
2
0
m
３
／
S
未
満
の
場
合
の
吹
鳴
箇
所
は

警
報
所
名
の
項
の

，

○
印
の
箇
所
と
す
る
。

２
貯
水
池
か
ら
の
最
大
放
流
量
が
1
2
0
m
３
／
S
以
上
の
場
合
の
吹
鳴
箇
所
は

全
箇
所
と
す
る

，
。

別
表
第
三
の
観
測
施
設
の
構
造
又
は
能
力
の
項
中
「
音
波
式
水
位
計
」
を
「
圧
力
式
水
位
計
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
八
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
落

札
方
式
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

血
管
造
影
Ｘ
線
撮
影
装
置
及
び
保
守
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
大
一
器
械

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮
三
四
〇
番
地

五

落
札
金
額

二
億
七
千
五
百
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
落
札
方
式
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
落
札
方
式
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
二
月
十
七
日



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
九
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
総
合
評
価
落

札
方
式
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
三
十
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

移
動
型
外
科
用
透
視
装
置
及
び
保
守
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
大
一
器
械

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮
三
四
〇
番
地

五

落
札
金
額

六
千
百
六
十
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
落
札
方
式
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
落
札
方
式
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
五
年
二
月
十
七
日
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